
Ｅ
Ｕ
指
令
・
米
国
の
議
論
を
踏
ま
え
た

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の「
製
造
物
責
任
」

わ
が
国
で
は
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
よ
う
な
包
括
的
な
事
前
規
制
が
な
い
ま
ま
、
Ａ
Ｉ
（
人
工

知
能
）
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
顧
客
向
け
利
用
が
急
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
Ａ
Ｉ
の
誤
判
断
に

よ
る
損
害
発
生
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
損
害
賠
償
責
任
の
分
担
は
契
約
解
釈
に
よ
る
ほ

か
な
い
。
判
例
法
国
で
な
い
わ
が
国
で
は
、
法
律
で
責
任
分
担
ル
ー
ル
を
事
前
に
明
確
化
し
て

お
く
こ
と
が
、
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
導
入
の
判
断
を
容
易
に
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｉ
シ

ス
テ
ム
を
製
造
物
責
任
法
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
関
連
当
事
者
が
多
く
、
サ
ー
ビ
ス
が
継

続
学
習
に
よ
り
変
化
す
る
Ａ
Ｉ
の
特
色
を
踏
ま
え
た
法
改
正
の
議
論
が
ま
た
れ
る
。

Ａ
Ｉ
の
誤
解
答
や
不
適
切
提
案
に
よ
る

損
害
の
責
任
分
担
ル
ー
ル
の
議
論
加
速
を

不
明
確
な
責
任
分
担
ル
ー
ル
で

対
顧
客
Ａ
Ｉ
利
用
が
進
む
日
本

わ
が
国
企
業
で
は
人
手
不
足
の
中

で
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム

を
組
み
込
む
Ａ
Ｉ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
、

企
業
内
部
事
務
の
効
率
化
だ
け
で
な

く
、
顧
客
向
け
サ
ー
ビ
ス
に
利
用
さ

れ
る
例
が
著
増
し
て
い
る
。
他
方
で

Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
包
括
的
な
事
前
規
制

が
な
く
、
リ
ス
ク
管
理
は
玉
石
混
淆

で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
Ａ
Ｉ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

に
組
み
込
ま
れ
た
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
が

誤
っ
た
事
実
提
示
（
誤
回
答
）
や
不

適
切
な
提
案
を
行
い
、
顧
客
ま
た
は

第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
（
以
下
、

事
故
）
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
責
任
は
誰
が
負
う
の
か
、
金
融

機
関
経
営
者
か
ら
よ
く
不
安
を
聞
く
。

金
融
機
関
も
含
め
企
業
の
Ａ
Ｉ
シ
ス

テ
ム
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、

責
任
分
担
ル
ー
ル
が
明
確
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ

る
。

　

責
任
分
担
の
明
確
化
の
方
向
性
は

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
Ｅ
Ｕ
の
規
制
と

同
様
の
事
前
立
法
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。

こ
れ
は
開
発
業
者
に
行
政
上
の
事
前

規
制
を
課
し
て
事
故
の
頻
度
を
抑
制

す
る
と
と
も
に
、
製
造
物
責
任
法
を

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
に
も
拡
大
適
用
（
ま

不
明
確
な
責
任
分
担
ル
ー
ル
で

対
顧
客
Ａ
Ｉ
利
用
が
進
む
日
本

瓜
生
・
糸
賀
法
律
事
務
所

弁
護
士
・
弁
理
士

長
野
　
聡
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た
は
新
規
立
法
）
し
、
Ａ
Ｉ
開
発
業

者
や
提
供
業
者
に
「
欠
陥
」
を
要
件

に
厳
格
な
責
任
（
無
過
失
責
任
）
を

課
し
て
消
費
者
保
護
を
図
る
も
の
で

あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
米
国
で
議
論
さ
れ
て

い
る
も
の
で
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
て
事
前
規
制

を
抑
制
し
、
製
造
物
責
任
の
Ａ
Ｉ
シ

ス
テ
ム
へ
の
適
用
拡
大
も
見
送
る
。

他
方
で
、
事
例
・
判
例
の
蓄
積
を
待

ち
つ
つ
、
懲
罰
的
な
損
害
賠
償
や
損

害
保
険
の
拡
充
に
よ
り
、
消
費
者
に

対
す
る
事
後
補
償
を
厚
く
す
る
判
例

法
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
Ｅ
Ｕ
規
制
と
米
国
で
の

議
論
を
比
較
し
て
紹
介
し
つ
つ
、
わ

が
国
製
造
物
責
任
法
の
対
象
に
Ａ
Ｉ

シ
ス
テ
ム
を
含
め
る
法
改
正
の
在
り

方
を
検
討
す
る
（
図
表
）。

Ｅ
Ｕ
は
Ａ
Ｉ
責
任
指
令
撤
回
、

製
造
物
責
任
指
令
を
改
正

　

Ｅ
Ｕ
は
２
０
２
２
年
９
月
に
、
Ａ

Ｉ
の
誤
判
断
に
伴
う
損
害
賠
償
責
任

に
つ
い
て
過
失
責
任
を
維
持
し
つ
つ
、

Ａ
Ｉ
開
発
業
者
や
提
供
業
者
に
対
す

る
証
拠
開
示
命
令
や
因
果
関
係
の
推

定
を
含
ん
だ
Ａ
Ｉ
責
任
0

0

指
令
案
を
公

表
し
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
時
期
尚

早
と
し
て
25
年
２
月
に
撤
回
。
一
方
、

強
力
な
行
政
上
の
事
前
規
制
を
持
つ

Ｅ
Ｕ
・
Ａ
Ｉ
指
令
の
施
行
を
踏
ま
え
、

消
費
者
の
予
測
可
能
性
を
高
め
る
た

め
、
24
年
12
月
に
製
造
物
責
任
指
令

を
改
正
し
た
。

　

同
指
令
は
、
過
失
を
要
せ
ず
欠
陥

の
み
を
責
任
原
因
と
す
る
製
造
物
責

任
（
厳
格
責
任
）
の
対
象
に
、
Ａ
Ｉ

シ
ス
テ
ム
や
そ
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を

加
え
て
い
る
。
事
前
規
制
で
事
故
を

減
ら
す
と
と
も
に
、
事
故
に
よ
り
損

害
が
生
じ
れ
ば
消
費
者
が
賠
償
を
受

け
や
す
く
す
る
事
前
立
法
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
消
費
者
保

護
法
の
性
格
か
ら
被
害
者
は
消
費
者

の
み
で
、
損
害
賠
償
の
範
囲
も
心
身

の
損
害
に
限
ら
れ
、
財
産
的
損
害
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

注
目
す
べ
き
は
Ａ
Ｉ
が
製
造
物
と

異
な
る
点
（
推
論
過
程
の
検
証
困
難

性
、
継
続
学
習
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
自

体
の
連
続
変
化
、
複
数
主
体
の
サ
ー

ビ
ス
提
供
へ
の
関
与
）
を
踏
ま
え
て
、

消
費
者
保
護
を
強
化
し
た
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
Ａ
Ｉ
開
発
業
者

や
提
供
業
者
に
は
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

後
も
責
任
を
課
し
、
ま
た
輸
入
者
や

販
売
者
の
責
任
も
定
め
た
。
Ｅ
Ｕ
・

Ａ
Ｉ
指
令
を
前
提
に
、
欠
陥
の
推
定

（
安
全
基
準
不
順
守
の
場
合
等
）、

欠
陥
と
損
害
の
因
果
関
係
の
推
定
規

定
を
設
け
、
証
拠
開
示
規
定
（
金
融

機
関
に
よ
る
信
用
力
評
価
等
ハ
イ
リ

ス
ク
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
に
限
る
）
も
設

け
て
い
る
。

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
事
故
時
の

責
任
分
担
に
係
る
米
国
の
議
論

米
国
で
は
１
９
６
０
年
代
以
来
、

製
造
物
責
任
（
製
造
・
設
計
・
警
告

上
の
欠
陥
に
よ
る
厳
格
責
任
）
は
、

消
費
者
保
護
の
見
地
か
ら
判
例
と
リ

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
注
１
）
に
よ
っ

て
発
展
し
て
き
た
。
対
象
は
動
産
か

ら
建
築
物
、
電
気
の
ほ
か
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア
に
も
拡
大
し
て
い
る
。
頒
布
や

使
用
の
状
況
が
動
産
と
十
分
類
似
し

て
い
る
場
合
に
は
、
製
造
者
は
合
理

的
に
安
全
な
態
様
で
確
実
に
作
動
さ

せ
る
義
務
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
被
害
者
が
法
人
の
場
合
は
適

用
対
象
外
で
あ
る
も
の
の
、
製
造
物

責
任
と
実
質
は
大
差
な
い
運
用
が
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
通
常
の
ネ
グ

リ
ジ
ェ
ン
ス
（
過
失
責
任
）
で
も
、

裁
判
所
は
過
失
を
リ
ス
ク
対
効
用
テ

ス
ト
で
判
断
し
、
設
計
や
警
告
が
不

合
理
に
危
険
か
否
か
判
断
し
て
い
る
。

　

し
か
し
第
２
次
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ

ン
プ
政
権
は
、
支
配
的
な
Ａ
Ｉ
開
発

業
者
が
米
国
に
所
在
す
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害

し
か
ね
な
い
製
造
物
責
任
の
Ａ
Ｉ
シ

ス
テ
ム
へ
の
適
用
拡
大
や
、
連
邦
レ

ベ
ル
で
の
包
括
的
な
事
前
規
制
に
は

消
極
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
米
国
で

は
事
故
時
に
は
、
懲
罰
的
賠
償
・
成

功
型
弁
護
士
報
酬
・
証
拠
開
示
制
度

（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
）
を
背
景
に
、

毎
年
５
万
〜
10
万
件
も
の
製
造
物
責

任
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
（
日
本

で
は
毎
年
平
均
10
数
件
）。
そ
れ
を

受
け
て
、
個
別
契
約
・
判
例
に
よ
る

解
決
（
合
理
的
に
安
全
な
回
答
を
提

供
す
る
の
に
十
分
な
学
習
経
験
や
推

論
の
鍛
錬
を
シ
ス
テ
ム
提
供
者
に
求

め
る
）
や
、
損
害
保
険
拡
大
、
Ａ
Ｉ

開
発
者
等
へ
の
一
部
事
前
規
制
の
強

化
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
対
処
す

る
方
向
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
厳

格
責
任
が
保
険
コ
ス
ト
を
大
幅
に
増

加
さ
せ
、
消
費
者
や
利
用
者
の
負
担

増
と
な
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
警
戒
さ

れ
て
い
る
。

　

事
故
時
の
責
任
分
担
ル
ー
ル
を
明

確
化
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
製

造
物
責
任
法
形
成
と
同
様
に
、
個
別

解
決
を
積
み
重
ね
て
消
費
者
保
護
立

法
が
よ
う
や
く
議
論
さ
れ
る
判
例
法

Ｅ
Ｕ
は
Ａ
Ｉ
責
任
指
令
撤
回
、

製
造
物
責
任
指
令
を
改
正

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
事
故
時
の

責
任
分
担
に
係
る
米
国
の
議
論
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〔図表〕 欧米日の製造物責任法の比較とＡＩシステムへの適用範囲拡張の論点
消費者保護法 不法行為法特則

項目

ＥＵ製造
物責任指
令（旧Ｅ
Ｕ Ｐ Ｌ
Ｄ）

ＥＵ製造物責任指令
（新ＥＵＰＬＤ）
2024年12月発効
（下線部について拡
大）

ＥＵ・ＡＩ責任指令
案（ＡＩＬＤ）
※推論ブラックボッ
クスに対応（証拠開
示命令、推定規定）、
25年２月撤回

米国：製造物責任
第３次リステート
メント

日本：製造物責
任法（太字は欧
米より広い）
※根拠は危険責
任、報償責任、
信頼責任

わが国法制の
論点

①
行
為
主
体

物
・
サ
ー
ビ
ス

欠陥ある
製 造 物
（動産、
ＡＩ含ま
ず）

＋ソフトウエア、オ
ンラインＡＩ、アッ
プグレード等関連サ
ービス

ＡＩシステムによる
出力またはそのエラ
ー

欠陥ある製造物
（動産、ＡＩ含ま
ず）、判例はソフト
ウエアにも責任を
認めるものがある

欠陥ある製造物
（動産、ＡＩ含
まず）
※旧ＥＵＰＬＤ
と同じ

ＡＩシステム
への適用範囲
拡張

過
失
・
欠
陥

無過失責
任、欠陥
責任

無過失責任、欠陥を
総合事情勘案（製造
者の管理を離れた時
点、供用後の継続的
な学習能力、サイバ
ーセキュリティーを
含む製品安全基準、
最終使用者の期待等）

契約外の過失責任 無過失責任、欠陥
責任

無過失責任、欠
陥責任
※旧ＥＵＰＬＤ
と同じ

ＡＩシステム
の特色に沿っ
た考慮要素の
拡大・例示

賠
償
請
求
対
象

生産者
製造者、ＥＵ内への
物流代行業者、販売
者（特定できない場
合）

（規定なし、ＥＵ法
一般による） 生産者

製造業者等
※旧ＥＵＰＬＤ
と同じ

ＡＩ開発業者
・提供業者（物
流代行、販売
者を含む）へ
の拡張

②被害主体
（賠償請求
権者）

自然人
※日本法より狭い

自然人、法人、集団
訴訟適格団体

自然人、クラスア
クション

他人（個人、法
人）
※旧ＥＵＰＤＬ
より広い

―

③損害賠償
の範囲

死亡、障
害、財物
損傷

＋データ消失や改竄
※日本法より狭い

死亡、傷害、財物損
傷＋財産損害（ＡＩ
判断による不利益
等）＋精神的損害（プ
ライバシー侵害等）

死亡、傷害、財物
損傷（財産損害は
不法行為法の過失
責任による）

生命身体、財産
損害（含む精神
的損害、逸失利
益）
※旧ＥＵＰＬ
Ｄ、ＡＩＬＤよ
り広い

―
（現行でも相
当因果関係の
範囲内）

④推定規定 なし
欠陥の推定（安全基
準不順守の場合ほ
か）、欠陥と損害の
因果関係推定

ＡＩに起因する全損
害と過失との因果関
係推定、ハイリスク
ＡＩ（信用力評価な
ど）システム提供者
や使用者（含む記録
保持義務者）への証
拠開示命令（違反す
ると過失推定、評価
根拠事実の認定義務）

欠陥の推定（安全
基準不順守の場合
ほか）

なし
※旧ＥＵＰＬＤ
と同じ

ＡＩシステム
の特色に沿っ
た証拠開示命
令、推定規定
の追加

抗弁 開発危険
開発危険の抗弁限定
（製造者管理下期間
に限定）

― 開発危険（判例で
制限）

開発危険
※旧ＥＵＰＬＤ
と同じ

抗弁の限定を
設けるか

行使期間
（出訴期間） ３年 ― ２～３年（州法に

よる）
３年
※旧ＥＵＰＬＤ
と同じ

―

⑤他制度 強力な行政規制、少ない訴訟、懲罰的賠償なし、訴
訟保険も少ない

多い訴訟、懲罰的
賠償、弁護士成果
報酬、訴訟保険

ＥＵと同じ
行政規制は現
時点では弱
い、他はＥＵ
と同じ

（注） 　ＥＵＰＬＤ＝EU Product Liability Directive、ＡＩＬＤ＝EU AI Liability Directive
（出所） 　各種資料をもとに筆者作成。
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ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
。
損
害
保
険

会
社
は
、
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
残
存
期

間
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
補
償
を
消
費

者
に
提
供
す
る
た
め
に
は
政
府
の
保

険
料
補
助
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
と

み
ら
れ
る
。

　

結
局
、
Ｅ
Ｕ
で
も
米
国
で
も
、
Ａ

Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
が
多
い
な
か

（
開
発
業
者
、
提
供
業
者
、
利
用

者
）、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に
よ
る
継
続

利
用
を
踏
ま
え
て
、
責
任
の
担
い
手

を
増
や
し
つ
つ
対
応
す
る
こ
と
と
な

る
。
事
前
規
制
が
厳
し
け
れ
ば
、
事

故
は
少
な
く
、
事
故
時
に
は
消
費
者

に
限
り
責
任
追
求
し
や
す
く
す
る

（
補
償
額
は
不
法
行
為
一
般
と
同

じ
）
の
が
Ｅ
Ｕ
型
。
ま
た
は
事
前
規

制
が
緩
く
、
事
故
や
間
接
被
害
（
注

２
）
は
頻
繁
に
起
こ
り
得
る
が
、
事

故
時
に
は
莫
大
な
賠
償
と
保
険
カ
バ

ー
が
求
め
ら
れ
る
の
が
米
国
型
。
こ

れ
が
２
大
潮
流
だ
と
い
え
る
。

日
本
の
議
論
の
現
状
と

製
造
物
責
任
法
改
正
の
論
点

　

わ
が
国
の
製
造
物
責
任
法
（
以
下
、

法
）
は
、
被
害
者
に
法
人
を
含
み
、

損
害
賠
償
請
求
範
囲
も
不
法
行
為
と

同
一
で
広
い
な
ど
、
消
費
者
保
護
よ

り
も
不
法
行
為
の
特
則
の
性
格
を
持

つ
点
で
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
無
過
失
で
も
欠
陥
（
注
３
）

あ
る
場
合
に
責
任
を
問
う
点
は
欧
米

と
同
じ
で
あ
る
。

　

現
行
法
の
対
象
は
製
造
物
に
限
定

さ
れ
、
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
は
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
現
時
点
で
法

改
正
の
議
論
が
政
府
で
な
さ
れ
て
い

る
と
の
情
報
は
な
い
。
昨
年
９
月
に

施
行
さ
れ
た
「
人
工
知
能
関
連
技
術

の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関

す
る
法
律
」（
Ａ
Ｉ
法
）
で
は
、
行

政
上
の
事
前
規
制
を
具
体
的
に
は
何

ら
定
め
て
い
な
い
。
同
年
12
月
に
閣

議
決
定
し
た
「
人
工
知
能
基
本
計

画
」（
Ａ
Ｉ
計
画
）
で
も
「
Ａ
Ｉ
利

活
用
に
お
け
る
事
故
や
損
害
が
発
生

し
た
場
合
の
民
事
責
任
の
所
在
や
範

囲
に
つ
い
て
在
り
方
を
検
討
す
る
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
行
政

庁
内
部
で
の
検
討
段
階
に
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
な
か
実
務
で
は
、
企
業

内
デ
ー
タ
お
よ
び
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ

れ
た
Ａ
Ｉ
を
業
務
に
組
み
込
む
Ａ
Ｉ

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
導
入
が
拡
大
し
て

い
る
。
こ
れ
は
大
規
模
汎
用
Ａ
Ｉ
を

目
指
し
て
い
る
米
国
Ａ
Ｉ
企
業
よ
り

も
、
個
別
の
課
題
解
決
を
得
意
と
す

る
金
融
機
関
を
は
じ
め
日
本
企
業
や

わ
が
国
Ａ
Ｉ
ベ
ン
チ
ャ
ー
が
リ
ー
ド

し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
包
括
事

前
規
制
も
な
い
中
で
、
Ａ
Ｉ
の
誤
判

断
に
よ
る
事
故
が
起
こ
り
や
す
い
状

況
で
、
事
故
時
の
責
任
分
担
は
個
別

契
約
の
解
釈
に
よ
る
ほ
か
な
い
状
況

だ
（
注
４
）。
今
後
、
Ａ
Ｉ
の
活
用
を

推
進
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
責
任
分
担

ル
ー
ル
を
明
確
化
す
る
制
度
的
な
手

当
て
が
必
要
と
考
え
る
。

　

前
提
と
し
て
、
米
国
の
よ
う
な
懲

罰
的
賠
償
・
成
功
型
弁
護
士
報
酬
・

証
拠
開
示
制
度
が
な
く
、
損
害
保
険

の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
も
限
界
が
あ
る

下
で
は
、
ま
ず
事
故
を
抑
え
る
た
め

の
包
括
的
事
前
規
制
（
学
習
デ
ー
タ

や
推
論
ロ
ジ
ッ
ク
の
記
録
保
持
、
適

切
な
警
告
、
ハ
イ
リ
ス
ク
Ａ
Ｉ
の
特

定
等
）
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
事
故
時
に
消
費
者
等
を
保
護
す

る
た
め
の
法
改
正
が
求
め
ら
れ
る
。

論
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

（
注
５
）。

①
Ａ
Ｉ
開
発
者
・
提
供
者
・
利
用
者

が
継
続
的
に
顧
客
向
け
サ
ー
ビ
ス
提

供
に
関
与
す
る
特
色
を
踏
ま
え
た
責

任
分
担

②
消
費
者
保
護
を
越
え
一
般
不
法
行

為
と
同
じ
条
項
（
被
害
者
に
法
人
を

含
み
、
賠
償
範
囲
に
財
産
的
損
害
を

含
む
）
の
維
持

③
欠
陥
の
存
在
や
欠
陥
と
損
害
と
の

因
果
関
係
の
推
定
規
定
導
入

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
誤
回
答
や

不
適
切
提
案
へ
の
対
応
方
法

　

ま
ず
、
Ａ
Ｉ
の
判
断
の
是
非
を
人

が
チ
ェ
ッ
ク
し
て
顧
客
に
提
供
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
人
の
注
意
義
務
違

反
（
契
約
違
反
、
不
法
行
為
）
を
問

え
ば
よ
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
人

が
Ａ
Ｉ
の
判
断
に
関
与
し
な
い
場
合

を
想
定
す
る
。

　

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
は
、
事
実
に
反
す

る
誤
回
答
を
す
る
場
合
と
、
不
適
切

な
提
案
（
医
療
Ａ
Ｉ
の
不
適
切
な
ア

ド
バ
イ
ス
や
提
案
で
心
身
の
不
調
を

来
す
場
合
な
ど
）
を
す
る
場
合
が
あ

る
。

　

前
者
の
誤
回
答
は
、
学
習
情
報
や

推
論
ロ
ジ
ッ
ク
の
不
適
切
さ
か
ら
起

こ
る
。
こ
う
し
た
誤
り
は
欠
陥
に
相

当
し
、
デ
ー
タ
投
入
や
推
論
構
築
に

注
意
義
務
違
反
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

違
反
あ
る
責
任
者
を
特
定
す
べ
き
で

あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
①
Ａ
Ｉ
開
発
者
・
提

供
者
・
利
用
者
を
広
く
責
任
対
象
と

す
べ
き
で
あ
る
ほ
か
、
②
財
産
的
損

害
も
、
現
行
法
と
異
に
す
る
理
由
は

な
く
賠
償
範
囲
と
す
べ
き
で
あ
る
。

日
本
の
議
論
の
現
状
と

製
造
物
責
任
法
改
正
の
論
点

Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
の
誤
回
答
や

不
適
切
提
案
へ
の
対
応
方
法
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ま
た
、
特
に
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
を
信
頼

し
た
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
は
、

③
欠
陥
の
存
在
や
欠
陥
と
損
害
と
の

因
果
関
係
の
推
定
規
定
は
、
少
な
く

と
も
対
消
費
者
に
は
導
入
す
べ
き
で

あ
る
。

　

他
方
、
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
が
不
適
切

な
提
案
を
す
る
こ
と
は
、
Ａ
Ｉ
の
内

在
的
限
界
と
も
い
え
る
。
Ａ
Ｉ
は
そ

も
そ
も
不
変
の
真
理
を
回
答
し
て
い

る
の
で
な
く
、
過
去
デ
ー
タ
の
平
均

か
ら
見
て
、
聞
か
れ
て
い
る
条
件
に

最
も
合
う
（
尤ゆ

う

度ど

の
高
い
）
回
答
を

出
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｉ
も
人
間
同
様
に
、
前
提
条
件

や
推
論
ロ
ジ
ッ
ク
の
能
力
的
な
限
界

か
ら
判
断
を
誤
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

正
解
が
一
意
で
な
い
提
案
を
Ａ
Ｉ
に

求
め
る
場
合
に
は
、
プ
ロ
の
人
間
の

知
恵
が
関
与
す
べ
き
で
あ
る
（
そ
れ

が
プ
ロ
の
存
在
意
義
で
あ
る
）。
人

を
介
さ
な
い
Ａ
Ｉ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の

利
用
者
は
、
Ａ
Ｉ
の
提
案
が
必
ず
し

も
真
実
や
ベ
ス
ト
で
な
い
こ
と
を
甘

受
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
場
合
の
Ａ
Ｉ
の
欠
陥
は
、
そ

の
業
界
で
平
均
的
な
人
が
関
与
し
た

判
断
に
よ
る
回
答
よ
り
も
不
適
切
な

程
度
の
回
答
を
示
し
た
か
否
か
で
判

断
す
べ
き
で
あ
る
（
注
６
）。
そ
の
判

断
の
際
に
は
、
①
明
ら
か
な
推
論
ロ

ジ
ッ
ク
の
誤
り
は
Ａ
Ｉ
開
発
者
や
提

供
者
の
責
任
、
②
学
習
や
参
照
、
イ

ン
プ
ッ
ト
情
報
の
不
十
分
性
は
提
供

者
や
利
用
者
の
責
任
と
な
ろ
う
。
利

用
者
が
人
を
介
さ
な
い
提
案
を
自
ら

求
め
て
い
る
以
上
、
③
推
定
規
定
ま

で
設
け
る
こ
と
は
不
要
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
リ
ス

ク
Ａ
Ｉ
の
人
を
介
さ
な
い
誤
判
断

（
自
動
運
転
車
や
医
療
薬
品
事
故
）

に
つ
い
て
は
、
事
情
が
異
な
る
。
ハ

イ
リ
ス
ク
Ａ
Ｉ
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
い
う

「
人
の
健
康
、
安
全
、
基
本
的
人

権
」
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
得

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
ま
ず
利
用
者
が
、
Ａ

Ｉ
に
よ
る
案
（
最
適
ル
ー
ト
等
）
の

提
示
に
人
の
判
断
を
介
す
る
こ
と
を

求
め
る
選
択
肢
が
な
く
、
Ａ
Ｉ
の
判

断
を
信
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、

危
険
度
も
高
く
、
開
発
者
や
提
供
者

の
報
償
も
大
き
い
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
事
実
上
の
結
果
責
任
を
確
保

す
る
た
め
に
推
定
規
定
を
置
く
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

＊　

＊　

＊

　

本
稿
で
は
欧
米
と
比
較
す
る
か
た

ち
で
Ａ
Ｉ
利
用
に
伴
う
損
害
分
担
ル

ー
ル
に
つ
い
て
不
法
行
為
法
上
の
論

点
と
私
見
を
述
べ
た
。
消
費
者
保
護

の
見
地
か
ら
は
、
事
前
規
制
が
守
ら

れ
な
い
場
合
に
は
損
害
額
が
不
明
で

も
最
低
の
賠
償
責
任
を
負
う
米
国
の

例
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に

情
報
の
塊
で
あ
っ
て
Ａ
Ｉ
と
親
和
性

が
高
い
金
融
分
野
で
の
利
用
が
拡
が

る
場
合
に
は
、
個
人
情
報
保
護
法
と

同
様
に
特
則
ル
ー
ル
を
先
行
し
て
検

討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
今
後
、
関
係
者
の
議
論
を

期
待
し
た
い
。

（
注
）１　

米
国
に
お
い
て
法
の
分
野
ご
と

に
各
州
の
判
例
動
向
を
分
析
し
整
理

し
た
上
で
、
お
よ
そ
の
平
均
値
と
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
法
の
現
状

を
条
文
形
式
で
記
述
し
、
コ
メ
ン
ト

と
注
釈
を
付
し
た
も
の
。

２　

日
本
生
命
保
険
の
米
国
子
会
社

は
今
年
３
月
、
弁
護
士
資
格
を
持
た

な
い
生
成
Ａ
Ｉ
の
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ

が
顧
客
に
法
的
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た

（
非
弁
行
為
）
こ
と
で
損
害
を
受
け

た
と
し
て
、
開
発
元
の
オ
ー
プ
ン
Ａ

Ｉ
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を

起
こ
し
た
。

３　
「
欠
陥
」
と
は
、
製
造
物
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
総
合
的
に

考
慮
し
て
、「
製
造
物
が
通
常
有
す

べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」

を
い
う
。
安
全
性
に
関
わ
ら
な
い
よ

う
な
単
な
る
品
質
上
の
不
具
合
は
、

こ
れ
に
該
当
し
な
い
。

４　

こ
の
点
、
経
済
産
業
省
は
、
契

約
責
任
を
問
う
た
め
の
契
約
の
解
釈

指
針
に
つ
い
て
「
Ａ
Ｉ
利
活
用
に
お

け
る
民
事
責
任
の
解
釈
適
用
に
関
す

る
手
引
き
〔
第
１
・
０
版
〕」
を
公

表
し
た
（
２
０
２
６
年
４
月
）。

５　

ほ
か
に
も
消
費
者
保
護
の
観
点

か
ら
の
開
発
の
抗
弁
の
抑
制
、
ク
ラ

ス
ア
ク
シ
ョ
ン
導
入
、
時
効
期
間
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
欠
陥
性

（
ア
ン
ソ
ロ
ピ
ッ
ク
の
ク
ロ
ー
ド
・

ミ
ュ
ト
ス
の
問
題
）、
Ｂ
Ｐ
Ｒ

（B
usiness P

rocess R
eengi-

neering

）
な
ど
の
論
点
が
あ
る
が
、

割
愛
す
る
。

６　

逆
に
、
自
動
運
転
に
係
る
最
適

ル
ー
ト
判
断
に
お
け
る
「
ト
ロ
ッ
コ

問
題
」
な
ど
人
の
判
断
基
準
の
合
意

形
成
が
難
し
い
問
題
に
つ
い
て
、
人

が
関
与
し
な
い
Ａ
Ｉ
の
判
断
に
は
、

平
均
的
な
人
の
注
意
義
務
を
基
準
に

し
て
責
任
を
問
え
な
い
。
ト
ロ
ッ
コ

問
題
は
、
多
数
の
生
命
を
守
る
た
め

少
数
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
よ
い
か

と
い
う
問
題
で
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
の

選
択
を
禁
じ
る
規
制
が
あ
る
。

な
が
の　

さ
と
し

86
年
日
本
銀
行
入
行
。
18
年
弁
護
士

登
録
。
20
年
弁
理
士
登
録
。
訳
注
書

に
『
現
代
語
訳　

銀
行
業
務
改
善
隻

語
』（
近
代
セ
ー
ル
ス
社
）。
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